
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 は り 、 き ゅ う 施 術 費 の 助 成  

に 関 す る 規 則  

平 成 ２ ０ 年  ３ 月 ２ ５ 日  規 則 第 ４ 号  

平 成 ２ ２ 年  ３ 月  ８ 日  規 則 第 ２ 号  

平 成 ３ ０ 年  ７ 月 ２ ７ 日  規 則 第 ６ 号  

平 成 ３ １ 年  １ 月 ２ ３ 日  規 則 第 １ 号  

    令 和  ３ 年  ３ 月 ２ ９ 日  規 則 第 １ 号  

最 終 改 正  令 和  ６ 年 １ １ 月 １ ３ 日  規則第１０号 

                     

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 後 期 高 齢 者

医 療 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ９ 年 広 域 連 合 条 例 第 １ １ 号 ） 第 ５ 条

の 規 定 に 基 づ き 、 は り 、 き ゅ う 施 術 費 の 助 成 に つ い て 必 要 な 事

項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  施 術  は り 、 き ゅ う に よ る 施 術 を い う 。  

 ⑵  施 術 担 当 者  あ ん 摩 マ ツ サ ー ジ 指 圧 師 、 は り 師 、 き ゅ う 師

等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ １ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と

い う 。 ） 第 １ 条 に 規 定 す る は り 師 、 き ゅ う 師 の 免 許 を 受 け た

者 で あ っ て 、 本 県 に 住 所 を 有 し て 施 術 の 業 を 営 ん で い る も の

の う ち 、 広 域 連 合 の 長 （ 以 下 「 広 域 連 合 長 」 と い う 。 ） が 指

定 し た 者 を い う 。  

（ 助 成 の 額 及 び 回 数 ）  

第 ３ 条  助 成 の 額 及 び 回 数 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り と す る 。  



⑴  助 成 額  施 術 １ 回 当 た り ７ ０ ０ 円  

⑵  助 成 回 数  １ 日 当 た り １ 回 か つ １ 月 当 た り ５ 回 以 内  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 施

術 は 助 成 の 対 象 と し な い 。  

 ⑴  高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ５ ７ 年 法 律 第 ８ ０

号 ） に 規 定 す る 療 養 費 の 支 給 が 適 用 さ れ る 施 術  

 ⑵  前 号 に 該 当 す る 施 術 と 同 日 同 一 施 術 所 で 行 っ た 施 術  

 （ 助 成 の 方 法 等 ）  

第 ４ 条  施 術 を 受 け た 被 保 険 者 は 、 当 該 施 術 費 か ら 前 条 に 定 め る

助 成 額 を 差 し 引 い た 額 を 施 術 担 当 者 に 支 払 う も の と す る 。  

２  施 術 担 当 者 が 施 術 を し た と き は 、 は り 、 き ゅ う 施 術 費 助 成 金

交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に は り 、 き ゅ う 施 術 明 細 書 （ 様 式 第

２ 号 。 以 下 「 明 細 書 」 と い う 。 ） を 添 え 、 施 術 し た 日 の 属 す る

月 の 翌 月 １ ０ 日 ま で に 広 域 連 合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  広 域 連 合 長 は 、 前 項 の 申 請 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査

し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 当 該 施 術 担 当 者 に 対 し 速 や か に 助 成

金 を 支 払 う も の と す る 。  

４  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 施 術 担 当 者 が 第 三 者 に 対 し 助 成 金

の 受 領 の 委 任 を 行 う と き は 、 委 任 状 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 添 付 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 施 術 の 手 続 き ）  

第 ５ 条  施 術 担 当 者 は 、 被 保 険 者 か ら 施 術 を 求 め ら れ た と き は 、

高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 第 ６ ４ 条 第 ３ 項 に 定 め る 方 法

で 資 格 を 確 認 し た 後 、 施 術 を 行 う も の と す る 。  

２  施 術 担 当 者 は 、 施 術 を 行 っ た と き は 、 そ の 都 度 、 明 細 書 に 所

定 の 事 項 を 記 入 し 、 被 保 険 者 へ 確 認 の う え 、 １ 月 当 た り １ 回 以



上 、 被 保 険 者 氏 名 の 記 載 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 施 術 録 の 備 付 け 等 ）  

第 ６ 条  施 術 担 当 者 は 、 被 保 険 者 に 対 し て 施 術 を 行 っ た と き は 、

そ の 施 術 の 内 容 を 明 ら か に す る た め に は り 、 き ゅ う 施 術 録 （ 様

式 第 ４ 号 ） を 備 え 、 施 術 の 都 度 所 定 の 事 項 を 記 入 し な け れ ば な

ら な い 。  

２  広 域 連 合 長 は 、 必 要 に 応 じ 、 施 術 担 当 者 に 対 し て 必 要 な 指 示

を 行 い 、 報 告 書 の 提 出 を 命 じ 、 職 員 を し て 前 項 の 施 術 録 及 び 明

細 書 並 び に 助 成 対 象 施 術 の 関 係 諸 帳 簿 そ の 他 必 要 な 書 類 等 を 実

地 に 検 査 し 、 説 明 等 を 求 め る こ と が で き る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 実 地 検 査 に 当 た る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す

証 票 （ 様 式 第 ９ 号 ） を 携 帯 し 、 施 術 担 当 者 の 請 求 が あ っ た と き

は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

４  施 術 担 当 者 は 、 施 術 録 を 完 結 の 日 か ら ５ 年 間 保 存 し な け れ ば

な ら な い 。  

 （ 施 術 担 当 方 針 ）  

第 ７ 条  施 術 担 当 者 は 、 被 保 険 者 の 施 術 に 当 た っ て は 、 親 切 を 旨

と し 、 施 術 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 分 か り や す く 指 導 し な け れ ば

な ら な い 。  

 （ 施 術 担 当 者 の 指 定 の 申 請 ）  

第 ８ 条  施 術 担 当 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 は り 、 き ゅ う

施 術 担 当 者 指 定 申 請 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添

え て 、 広 域 連 合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  は り 師 免 許 証 又 は き ゅ う 師 免 許 証 の 写 し  

 ⑵  施 術 所 開 設 届 出 済 証 の 写 し  

 ⑶  住 民 票 の 写 し （ 交 付 日 か ら ３ ヶ 月 以 内 の も の ）  



 （ 指 定 証 の 交 付 ）  

第 ９ 条  広 域 連 合 長 は 、 前 条 の 申 請 を 受 理 し た と き は 、 内 容 を 審

査 し 、 適 当 と 認 め る と き は 、 施 術 担 当 者 に 指 定 し 、 施 術 担 当 者

指 定 証 （ 様 式 第 ６ 号 。 以 下 「 指 定 証 」 と い う 。 ） を 当 該 申 請 者

に 交 付 す る 。  

 （ 指 定 証 の 掲 示 ）  

第 １ ０ 条  施 術 担 当 者 は 、 施 術 所 の 見 や す い 場 所 に 指 定 証 を 掲 示

し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 施 術 担 当 者 の 辞 退 ）  

第 １ １ 条  施 術 担 当 者 の 指 定 を 辞 退 し よ う と す る と き は 、 当 該 施

術 担 当 者 は 速 や か に 、 は り 、 き ゅ う 施 術 担 当 者 辞 退 届 （ 様 式 第

７ 号 ） を 広 域 連 合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 指 定 の 取 消 し 又 は 停 止 ）  

第 １ ２ 条  広 域 連 合 長 は 、 施 術 担 当 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は 、 指 定 を 取 り 消 し 、 又 は 期 間 を 定 め て 指 定 を 停 止

す る こ と が で き る 。  

 ⑴  第 ２ 条 第 ２ 号 に 定 め る 要 件 を 欠 く に 至 っ た と き 。  

 ⑵  故 意 に 不 当 な 施 術 費 の 請 求 を し た と き 。  

 ⑶  第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 広 域 連 合 長 の 求 め に 対 し 、 正 当

な 理 由 な く こ れ に 応 じ ず 、 又 は 虚 偽 の 説 明 等 を 行 っ た と き 。  

 ⑷  施 術 担 当 者 が 前 条 の 辞 退 届 を 提 出 し た と き 。  

 ⑸  前 ４ 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 こ の 規 則 に 違 反 し た と き 。  

 （ 指 定 証 の 返 還 ）  

第 １ ３ 条  施 術 担 当 者 は 、 第 １ １ 条 に よ る 指 定 の 辞 退 を 申 し 出 る

と き 、 又 は 前 条 に よ り 指 定 の 取 消 又 は 停 止 と な っ た と き は 、 指

定 証 を 遅 滞 な く 広 域 連 合 長 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  



 （ 変 更 の 届 出 ）  

第 １ ４ 条  施 術 担 当 者 は 、 第 ８ 条 に よ る 指 定 申 請 の 内 容 に 変 更 が

生 じ た と き は 、 当 該 施 術 担 当 者 は 速 や か に 、 変 更 内 容 が 確 認 で

き る 書 類 を 添 え て 指 定 申 請 内 容 変 更 届 （ 様 式 第 ８ 号 ） を 広 域 連

合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 届 出 を 行 う 施 術 担 当 者 で 、 指 定 証 の 記 載 内 容 に 変 更 が

生 じ る 者 は 、 遅 滞 な く 指 定 証 を 広 域 連 合 長 に 返 還 し 、 書 き 換 え

手 続 き を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 １ ５ 条  広 域 連 合 長 は 、 偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 に よ り 、 こ の 規

則 に よ る 助 成 を 受 け た 者 が あ る と き は 、 当 該 助 成 を 受 け た 額 の

全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ６ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め

る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 の 前 日 ま で に 、 市 町 に お け る は り 、 き ゅ

う 施 術 助 成 に 関 す る 規 定 に よ り 施 術 担 当 者 の 指 定 を 受 け て い る

場 合 は 、 第 ８ 条 各 号 に 規 定 す る 書 類 の 添 付 は 要 し な い 。  

３  第 ８ 条 及 び 第 ９ 条 の 規 定 に よ る 施 術 担 当 者 の 指 定 の た め に 必

要 な 行 為 は 、 こ の 規 則 の 施 行 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ８ 日 規 則 第 ２ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ）



か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 第 ３  条 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 行 わ れ る

施 術 に つ い て 適 用 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ７ 日 規 則 第 ６ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ３ 日 規 則 第 １ 号 ）  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 後 の 第 ６ 条 第 ４ 項 の 規 定 は 、 平 成 ３ １ 年 １ 月 以 後 の 施 術

に つ い て 適 用 し 、 平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ま で の 施 術 に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。  

   附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ６ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 令 和 ６ 年 １ １ 月 １ ３ 日 規 則 第 １ ０ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


